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農業者年金現況届農業者年金現況届

花壇コンクール参加者募集花壇コンクール参加者募集水道メーター交換にご協力を水道メーター交換にご協力をごみ有料化等ごみ有料化等
検討委員会委員募集検討委員会委員募集

　ごみ処理の有料化などを検討する委
員を募集します。
対　象　十和田市に住所を有し、ごみ
　の減量などに関心があり、平日開催
　の会議に継続して出席できるかた
任　期　委嘱日から１年間
　　　　（会議は６回程度開催）
募集人員　１人
　　　　　（応募者多数時抽選）
報　酬　会議１回出席につき6,000円
申し込み方法　はがきまたはFAXによ
　り、住所、氏名、年齢、職業、電話
　番号を記入の上、「ごみ有料化検討
　委員会委員希望」と明記して次へ送
　付してください。
　〒034-0051　
　十和田市大字伝法寺字大窪60番地３
　十和田地域広域事務組合業務課あて
　（６月16日必着）
　（☎㉘2654・FAX㉘2678）

　永年人権擁護委員に５人のかたが表
彰されました。５月12日十和田人権擁
護委員総会の場で、伝達式が行われま
した。受賞者は次のとおりです。

▼法務省人権擁護局長表彰者
　 巻信夫さん、柴田久子さん、
　繁在家啓子さん

▼全国人権擁護委員連合会長表彰者
　松村睦夫さん、前川原泰代さん
問い合わせ先　生活環境課(☎内線222

　各家庭に設置されている水道メータ
ーは、計量法に基づき、８年経過する
ごとに新しく交換することが義務付け
られています。
　今年も市の委託業者が、次の日程で
対象となる家庭のメーター交換に伺い
ますので、ご協力をお願いします。
　なお、受託業者は身分証明書を携帯
しています。水道メーター交換は不在
の場合でも作業をしますので、ご了承
願います。
工事期間　６月23日～７月７日
　　　　　７月22日～８月５日
問い合わせ先　水道課（☎㉕4515）

参加区分　個人、職場、学校、団体、
　　　　　街路の部の５部門
参加要件　花壇面積がおおむね10平方
　メートル以上のもの、またはプラン
　ターや鉢植えが合計10個以上の花壇
審査基準　全体の美しさ、花の配置・
　配色、花の育成・管理状況など
※８月上旬に審査員が現地にて審査。
　賞状・副賞、参加賞を用意。
申し込み・問い合わせ先
　６月30日までに当課設置の用紙を
　公園緑地課へ（☎内線384）

　農業者年金を受給しているかたは､
毎年６月30日までに｢農業者年金現況
届｣を提出しなければなりません。現
況届の提出がないと､年金の支給が差
し止められる場合もありますので、忘
れずに農業委員会（市役所新館４階）
または市民生活課（十和田湖支所）へ
提出してください。また、現況届の用
紙が届いていないかたはご連絡くださ
い。
問い合わせ先　農業委員会(☎内線455

人権擁護委員が表彰されました人権擁護委員が表彰されました

麻しん風しんの第３期・第４期の麻しん風しんの第３期・第４期の
予防接種通知が届いたかたへ予防接種通知が届いたかたへ

　予防接種通知が届いたかたは次の期
間内に指定の医療機関で、麻しん風し
んの予防接種を行ってください。麻し
ん風しんは感染力が強いので、早めに
受けましょう。
接種期間　４月１日～21年３月31日
費　用　期間内に予防接種を受けたか
　たは無料です。期間を過ぎて接種す
　ると自費となりますのでご注意くだ
　さい。
問い合わせ先　十和田市保健センター
　　　　　　　（☎㉕1181）

県民駅伝競走十和田市代表選手選考会県民駅伝競走十和田市代表選手選考会

転作田（集落以外）を確認します　
　集落（集落営農組合）構成員以外の転作確認を次の日程で実施します。なお、
各戸に配布した転作確認札を該当する水田に掲示してください（確認を終えて
もそのまま掲示しておいてください）。集落（集落営農組合）の構成員のかたは、
それぞれの集落ごとに現地確認を行いますので次の日程には当てはまりません。
　また、藤坂水田協業組合の転作田は、農林課で現地確認を行います。

と　き 集　合　場　所

６月 18 日㈬

９：00 古安鹿集会所（古安鹿、上・下谷地）、上平団地集会所、笊畑集会所
10：00 長下集会所

13：30 東小稲会館、吾郷会館、中屋敷集会所、六日町生活改善センター

６月 19 日㈭
９：00 北平集会所跡地、伊谷沢集会所、三本木小学校前、大深内中学校前（千刈田）

13：30 見世集会所、千里平集会所、JA十和田おいらせ藤坂支店、大深内支店、JA十和田おいらせ四和経済センター

６月 20 日㈮
９：00 JA十和田おいらせ三本木事業所

13：30 JA 八甲田十和田湖支店、JA十和田おいらせ切田経済センター

問い合わせ先　農林課（☎内線 316）

住民票・戸籍関係の証明書住民票・戸籍関係の証明書
請求時の本人確認について請求時の本人確認について

　市民課窓口では、５月の法律改正に
伴い、本人確認を強化しています。個
人情報の保護を徹底し、｢偽り｣や｢な
りすまし｣などによる証明書などの不
正取得を防止するためです。
■本人が請求のときに持参するもの
①１種類で確認できるもの
　運転免許証、パスポート、写真付き
　住民基本台帳カードなどの公的機関
　が発行したもの
②２種類以上で確認できるもの
　健康保険証、本人氏名入りのカード
　など本人だけが持っているもの
■代理人が請求のときに持参するもの
　依頼したかたからの委任状と、上記
　①か②の代理人を確認できるもの
問い合わせ先　市民課（☎内線213）

対　象　中学生以上の市民
　　　　（市外からの通勤者を含む）
１回目選考日　６月21日㈯
２回目選考日　６月28日㈯
※いずれも午後５時30分受け付け、午
　後６時選考開始。小雨決行です。
ところ　陸上競技場
距　離　男子（高校生、一般）５㎞
　　　　男子（中学生）３㎞
　　　　女子（中学生以上）３㎞
問い合わせ先　スポーツ青少年課
　　　　　　　（☎内線6533）
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